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(57)【要約】
【課題】円筒体における凸状欠陥の検査を簡単かつ正確
に行える円筒体の表面検査装置を提供する。
【解決手段】本発明は、円筒体Ｗを軸心回りに回転させ
つつ、表面状態を検査するようにした円筒体の表面検査
装置を対象とする。本装置は、円筒体Ｗの周面端部に転
がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基準ローラ５
１と、円筒体Ｗの周面端部に凸状欠陥Ｗ５が形成されて
いる場合に、その凸状欠陥Ｗ５に基準ローラ５１が接触
して、円筒体Ｗが乗り上がることにより、円筒体が径方
向に変位する際の変位量を検出する変位量検出手段と、
変位量検出手段からの情報に基づいて、円筒体における
凸状欠陥の有無を検出する凸状欠陥検出手段と、を備え
る。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円筒体を軸心回りに回転させつつ、表面状態を検査するようにした円筒体の表面検査装
置であって、
　円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基準ローラと、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量を検
出する変位量検出手段と、
　前記変位量検出手段からの情報に基づいて、円筒体における凸状欠陥の有無を検出する
凸状欠陥検出手段と、を備えたことを特徴とする円筒体の表面検査装置。
【請求項２】
　前記変位量検出手段が、円筒体における軸心方向が異なる複数の位置において、円筒体
を回転させつつ、円筒体の径方向の変位量をそれぞれ検出するよう構成され、
　前記変位量検出手段からの情報に基づいて、円筒体の形状を検査する形状検査手段が設
けられる請求項１に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項３】
　前記変位量検出手段は、円筒体に対してその外側から計測光を照射し、その計測光のう
ち、円筒体によって遮られずに透過した光を検出することによって、変位量を検出するよ
うにした非接触式の変位検出器によって構成される請求項１または２に記載の円筒体の表
面検査装置。
【請求項４】
　前記変位量検出手段は、円筒体の外周面に接触する接触子を有し、その接触子が円筒体
の径方向に変位する際に、その変位量を検出する接触式の変位検出器によって構成される
請求項１または２に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項５】
　表面状態の検査と、凸状欠陥の有無の検査とが並行して行われる請求項１～４のいずれ
か１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項６】
　前記基準ローラは、円筒体の内周面に転がり接触するものである請求項１～５のいずれ
か１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項７】
　前記基準ローラの外周面が、円筒体の周面端部に倣って形成される請求項１～６のいず
れか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項８】
　円筒体が、感光ドラム用基体によって構成される請求項１～７のいずれか１項に記載の
円筒体の表面検査装置。
【請求項９】
　凸状欠陥が、円筒体の周面端部に形成されるバリによって構成される請求項１～８のい
ずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項１０】
　前記形状検査手段による円筒体の形状検査と、凸状欠陥の有無の検査とが並行して行わ
れる請求項２～４のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項１１】
　円筒体の端面と周面との間に、Ｃ面取り加工による面取り部が形成される請求項１～１
０のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項１２】
　円筒体の端面が、軸心に対し垂直な垂直面に形成される請求項１～１１のいずれか１項
に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項１３】
　円筒体の回転量を検出する回転量検出手段と、
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　前記回転量検出手段および前記凸状欠陥検出手段からの情報に基づいて、円筒体の周面
における凸状欠陥が存在する位置を特定する欠陥位置特定手段と、を備える請求項１～１
２のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項１４】
　前記変位量検出手段による検出位置は、前記基準ローラに対応する位置に設定される請
求項１～１３のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項１５】
　前記基準ローラを、円筒体の周面に押圧付勢する付勢手段が設けられる請求項１～１４
のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【請求項１６】
　軸心回りに回転する円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基
準ローラと、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量を検
出する変位量検出手段と、
　前記変位量検出手段からの情報に基づいて、円筒体における凸状欠陥の有無を検出する
凸状欠陥検出手段と、を備えたことを特徴とする円筒体の凸状欠陥検出装置。
【請求項１７】
　円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基準ローラと、円筒体
における軸心方向が異なる複数の位置において、円筒体を回転させつつ、円筒体の径方向
の変位量をそれぞれ検出する変位量検出手段と、を備え、前記変位量検出手段からの情報
に基づいて、円筒体の形状を検査するようにした円筒体の形状検査装置であって、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量を前
記変位量検出手段によって検出し、その検出情報に基づいて、円筒体における凸状欠陥の
有無を検出する凸状欠陥検出手段を備えたことを特徴とする円筒体の形状検査装置。
【請求項１８】
　円筒体を軸心回りに回転させつつ、表面状態を検査するようにした円筒体の表面検査方
法であって、
　円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基準ローラを設置して
おき、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量に基
づいて、円筒体における凸状欠陥の有無を検出するようにしたことを特徴とする円筒体の
表面検査方法。
【請求項１９】
　円筒体の周面端部に形成される凸状欠陥を検出するための円筒体の凸状欠陥検出方法で
あって、
　軸心回りに回転する円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基
準ローラを設置しておき、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量に基
づいて、円筒体における凸状欠陥の有無を検出するようにしたことを特徴とする円筒体の
凸状欠陥検出方法。
【請求項２０】
　円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基準ローラと、円筒体
における軸心方向が異なる複数の位置において、円筒体を回転させつつ、円筒体の径方向
の変位量をそれぞれ検出する変位量検出手段と、を備え、前記変位量検出手段からの情報
に基づいて、円筒体の形状を検査するようにした円筒体の形状検査方法であって、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
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が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量を前
記変位量量手段によって検出し、その検出情報に基づいて、円筒体における凸状欠陥の有
無を検出するようにしたことを特徴とする円筒体の形状検査方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、円筒体を回転させつつ、表面状態を検査するようにした円筒体の表面検査
装置およびその関連技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　感光ドラム用基体等の円筒体では、高い表面精度が要求されるため、表面検査を行って
、キズ、凹凸、異物付着および汚れ等の表面欠陥がある円筒体を修正したり、廃棄するよ
うにしている。
【０００３】
　例えば下記特許文献１に開示される円筒体の表面検査装置は、検査対象物としての円筒
体を回転させながら、円筒体の表面状態をカメラにより検出し、その検出画像データに基
づいて、円筒体の表面欠陥を検出するようにしている。
【特許文献１】特開平７－１４００７９号（特許請求の範囲、図１－３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、感光ドラム用基体としての円筒体は、表面欠陥だけに限られず、内周端縁や
外周端縁にバリ等の凸状欠陥が形成されることがある。例えば、内周端縁にバリが形成さ
れていると、円筒体の両端部にフランジを圧入した際に、バリを巻き込んでセンタリング
ができなくなってしまう。
【０００５】
　従って従来より、表面検査以外にも、凸状欠陥の検査を簡単かつ正確に行うことができ
る技術の開発が切望されている。
【０００６】
　この発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、円筒体における凸状欠陥の検査
を簡単かつ正確に行うことができる円筒体の表面検査装置およびその関連技術を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、本発明は以下の構成を要旨とするものである。
【０００８】
　［１］　円筒体を軸心回りに回転させつつ、表面状態を検査するようにした円筒体の表
面検査装置であって、
　円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基準ローラと、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量を検
出する変位量検出手段と、
　前記変位量検出手段からの情報に基づいて、円筒体における凸状欠陥の有無を検出する
凸状欠陥検出手段と、を備えたことを特徴とする円筒体の表面検査装置。
【０００９】
　［２］　前記変位量検出手段が、円筒体における軸心方向が異なる複数の位置において
、円筒体を回転させつつ、円筒体の径方向の変位量をそれぞれ検出するよう構成され、
　前記変位量検出手段からの情報に基づいて、円筒体の形状を検査する形状検査手段が設
けられる前項１に記載の円筒体の表面検査装置。
【００１０】
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　［３］　前記変位量検出手段は、円筒体に対してその外側から計測光を照射し、その計
測光のうち、円筒体によって遮られずに透過した光を検出することによって、変位量を検
出するようにした非接触式の変位検出器によって構成される前項１または２に記載の円筒
体の表面検査装置。
【００１１】
　［４］　前記変位量検出手段は、円筒体の外周面に接触する接触子を有し、その接触子
が円筒体の径方向に変位する際に、その変位量を検出する接触式の変位検出器によって構
成される前項１または２に記載の円筒体の表面検査装置。
【００１２】
　［５］　表面状態の検査と、凸状欠陥の有無の検査とが並行して行われる前項１～４の
いずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【００１３】
　［６］　前記基準ローラは、円筒体の内周面に転がり接触するものである前項１～５の
いずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【００１４】
　［７］　前記基準ローラの外周面が、円筒体の周面端部に倣って形成される前項１～６
のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【００１５】
　［８］　円筒体が、感光ドラム用基体によって構成される前項１～７のいずれか１項に
記載の円筒体の表面検査装置。
【００１６】
　［９］　凸状欠陥が、円筒体の周面端部に形成されるバリによって構成される前項１～
８のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【００１７】
　［１０］　前記形状検査手段による円筒体の形状検査と、凸状欠陥の有無の検査とが並
行して行われる前項２～４のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【００１８】
　［１１］　円筒体の端面と周面との間に、Ｃ面取り加工による面取り部が形成される前
項１～１０のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【００１９】
　［１２］　円筒体の端面が、軸心に対し垂直な垂直面に形成される前項１～１１のいず
れか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【００２０】
　［１３］　円筒体の回転量を検出する回転量検出手段と、
　前記回転量検出手段および前記凸状欠陥検出手段からの情報に基づいて、円筒体の周面
における凸状欠陥が存在する位置を特定する欠陥位置特定手段と、を備える前項１～１２
のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【００２１】
　［１４］　前記変位量検出手段による検出位置は、前記基準ローラに対応する位置に設
定される前項１～１３のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【００２２】
　［１５］　前記基準ローラを、円筒体の周面に押圧付勢する付勢手段が設けられる前項
１～１４のいずれか１項に記載の円筒体の表面検査装置。
【００２３】
　［１６］　軸心回りに回転する円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を
規定する基準ローラと、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量を検
出する変位量検出手段と、
　前記変位量検出手段からの情報に基づいて、円筒体における凸状欠陥の有無を検出する
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凸状欠陥検出手段と、を備えたことを特徴とする円筒体の凸状欠陥検出装置。
【００２４】
　［１７］　円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基準ローラ
と、円筒体における軸心方向が異なる複数の位置において、円筒体を回転させつつ、円筒
体の径方向の変位量をそれぞれ検出する変位量検出手段と、を備え、前記変位量検出手段
からの情報に基づいて、円筒体の形状を検査するようにした円筒体の形状検査装置であっ
て、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量を前
記変位量検出手段によって検出し、その検出情報に基づいて、円筒体における凸状欠陥の
有無を検出する凸状欠陥検出手段を備えたことを特徴とする円筒体の形状検査装置。
【００２５】
　［１８］　円筒体を軸心回りに回転させつつ、表面状態を検査するようにした円筒体の
表面検査方法であって、
　円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基準ローラを設置して
おき、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量に基
づいて、円筒体における凸状欠陥の有無を検出するようにしたことを特徴とする円筒体の
表面検査方法。
【００２６】
　［１９］　円筒体の周面端部に形成される凸状欠陥を検出するための円筒体の凸状欠陥
検出方法であって、
　軸心回りに回転する円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基
準ローラを設置しておき、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量に基
づいて、円筒体における凸状欠陥の有無を検出するようにしたことを特徴とする円筒体の
凸状欠陥検出方法。
【００２７】
　［２０］　円筒体の周面端部に転がり接触し、かつ円筒体の位置を規定する基準ローラ
と、円筒体における軸心方向が異なる複数の位置において、円筒体を回転させつつ、円筒
体の径方向の変位量をそれぞれ検出する変位量検出手段と、を備え、前記変位量検出手段
からの情報に基づいて、円筒体の形状を検査するようにした円筒体の形状検査方法であっ
て、
　円筒体の周面端部に凸状欠陥が形成されている場合に、その凸状欠陥に前記基準ローラ
が接触して、円筒体が乗り上がることにより、円筒体が径方向に変位する際の変位量を前
記変位量量手段によって検出し、その検出情報に基づいて、円筒体における凸状欠陥の有
無を検出するようにしたことを特徴とする円筒体の形状検査方法。
【発明の効果】
【００２８】
　発明［１］の円筒体の表面検査装置によれば、凸状欠陥に基準ローラが接触して、円筒
体が乗り上がる際の円筒体の変位量に基づいて、凸状欠陥の有無を検出するようにしてい
るため、凸状欠陥の検査を簡単かつ正確に行うことができる。
【００２９】
　発明［２］の円筒体の表面検査装置によれば、円筒体の形状検査も行うことができる。
【００３０】
　発明［３］の円筒体の表面検査装置によれば、円筒体に対し非接触で、変位量を検出す
ることができる。
【００３１】
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　発明［４］の円筒体の表面検査装置によれば、円筒体の変位量をより正確に求める計測
することができる。
【００３２】
　発明［５］の円筒体の表面検査装置によれば、効率良く検査することができる。
【００３３】
　発明［６］の円筒体の表面検査装置によれば、円筒体の内周面端部に形成される凸状欠
陥の有無を確実に検査することができる。
【００３４】
　発明［７］の円筒体の表面検査装置によれば、基準ローラが円筒体の周面端部に広範囲
で接触するため、広範囲にわたって凸状欠陥の有無を検査することができる。
【００３５】
　発明［８］の円筒体の表面検査装置によれば、感光ドラム用基体の検査を行うことがで
きる。
【００３６】
　発明［９］の円筒体の表面検査装置によれば、バリの有無の検査を行うことができる。
【００３７】
　発明［１０］の円筒体の表面検査装置によれば、円筒体の回転フレの検査も効率良く行
うことができる。
【００３８】
　発明［１１］［１２］の円筒体の表面検査装置によれば、凸状欠陥の検査を、より確実
に行うことができる。
【００３９】
　発明［１３］の円筒体の表面検査装置によれば、凸状欠陥が検出された際に、凸状欠陥
の位置を簡単に把握することができる。
【００４０】
　発明［１４］［１５］の円筒体の表面検査装置によれば、凸状欠陥の検査を、より一層
確実に行うことができる。
【００４１】
　発明［１６］の円筒体の凸状欠陥検出装置によれば、上記と同様に、凸状欠陥の検査を
簡単かつ正確に行うことができる。
【００４２】
　発明［１７］の円筒体の形状検査装置によれば、上記と同様に、凸状欠陥の検査を簡単
かつ正確に行うことができる。
【００４３】
　発明［１８］の円筒体の表面検査方法によれば、上記と同様に、凸状欠陥の検査を簡単
かつ正確に行うことができる。
【００４４】
　発明［１９］の円筒体の凸状欠陥検出方法によれば、上記と同様に、凸状欠陥の検査を
簡単かつ正確に行うことができる。
【００４５】
　発明［２０］の円筒体の形状検査方法によれば、上記と同様に、凸状欠陥の検査を簡単
かつ正確に行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４６】
　図１はこの発明の実施形態である表面検査装置の検査対象物（ワーク）としての管体状
の円筒体（Ｗ）を示す斜視図である。
【００４７】
　この円筒体（Ｗ）は例えば、電子写真システムを構成する複写機、プリンタ、ファクシ
ミリ、これらの複合機等において、感光ドラム、転写ローラ、現像ローラ、その他各部に
利用されるものである。
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【００４８】
　このような部材を構成可能な円筒体のうち、本実施形態では特に、電子写真システムを
採用した複写機やプリンタ等における感光ドラム用の素管や基体として用いられる円筒体
（Ｗ）を好適な例として挙げることができる。なお、感光ドラム用の基体とは、切削加工
や引抜加工等が行われた後の管体であって、感光層の形成前の管体を言う。また、感光ド
ラム用基体に感光層を形成した後の管体も、本発明の検査対象たる円筒体として構成する
ことができる。感光ドラム用基体としての円筒体（Ｗ）の外周面（外表面）は、金属光沢
を有し、入射した光のほとんどを反射する鏡面となっている。
【００４９】
　また感光ドラム用基体としての円筒体（Ｗ）は例えば、直径が１０～６０ｍｍ、長さが
２００～５００ｍｍ程度のものである。
【００５０】
　このような円筒体（Ｗ）は図５に示すように、両側端面（Ｗ２）と、内周面（Ｗ１）お
よび外周面との間、つまり両側端面（Ｗ２）の内外周縁部がＣ面取り加工されて、面取り
部（Ｗ３）が形成されている。この面取り部（Ｗ３）の周辺特に、面取り部（Ｗ３）と内
周面（Ｗ１）との境界部には、バリ等の凸状欠陥が生じる場合があり、このような凸状欠
陥があると、円筒体（Ｗ）は不良品となってしまう。そこで本実施形態の表面検査装置は
後述するように、バリ等の凸状欠陥も検出できるようになっている。
【００５１】
　上記の円筒体（Ｗ）の製造方法としては、押出成形および引抜成形の組み合わせを挙げ
ることができる。なお言うまでもなく本発明においては、円筒体（Ｗ）の製造方法はこれ
だけに限定されるものではなく、押出成形、引抜成形、鋳造、鍛造、射出成形、切削加工
またはこれらの組み合わせ等、管体を製造できる方法であればどのような方法も採用する
ことができる。
【００５２】
　また、検査対象としての円筒体（Ｗ）の材質は特に限定されるものではなく、各種の金
属材料の他、合成樹脂等も適用することができ、例えばアルミニウムおよびアルミニウム
合金（１０００～７０００系）、銅および銅合金、鋼材、マグネシウムおよびマグネシウ
ム合金を挙げることができる。中でも特にアルミニウム合金製の円筒体（Ｗ）は、本発明
の検査対象として好適である。
【００５３】
　図２はこの発明の実施形態である表面検査装置を示す正面図である。これらの図に示す
ように、この検査装置は、検査装置本体（１）と、回転フレ計測装置（４）とを備えてい
る。なお本実施形態における円筒体の表面検査装置は、円筒体の形状検査装置および円筒
体の凸状欠陥検出装置を兼用するものである。
【００５４】
　検査装置本体（１）は、円筒体（Ｗ）を検査位置に移送する回転移送装置（６４）と、
検査前の円筒体（Ｗ）を回転移送装置（６４）に搬入する搬入コンベア（６１）と、検査
後の円筒体（Ｗ）を回転移送装置（６４）から搬出する搬出コンベア（６２）と、検査位
置の円筒体（Ｗ）に対し照明光によって照明する照明光源（２１）と、照明された円筒体
（Ｗ）の外周面を撮像するカメラ（２２）と、円筒体（Ｗ）の回転量を検出するための回
転量検出器（９）とを備えている。
【００５５】
　コンベア（６１）（６２）は、上縁部がＶ字状に切り欠かれた複数の円筒体支持台（６
３）を備え、各支持台（６３）で各円筒体（Ｗ）の両端近傍部分を支持し、各円筒体支持
台（６３）…を駆動チェーンで移動させることにより、検査直前および直後の円筒体（Ｗ
）を順次移送できるようになっている。
【００５６】
　回転移送装置（６４）は、円筒体（Ｗ）を検査位置（Ｂ）に移送できるようになってい
る。この回転移送装置（６４）は、円筒体（Ｗ）を支持するチャック部（７０）を複数（
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ここでは４個）備えている。
【００５７】
　各チャック部（７０）は、回転駆動する駆動軸（６６）に接続された回転フレーム（６
７）に取り付けられており、搬入コンベア（６１）から円筒体（Ｗ）を取り出す取出位置
（Ａ）と、検査光学系による検査を実行する検査位置（Ｂ）と、搬出コンベア（６２）に
円筒体（Ｗ）を送り出す送出位置（Ｃ）とに同時に位置できるように設けられている。
【００５８】
　そして、本表面検査装置においては、取出位置（Ａ）に位置するチャック部（７０）は
、搬入コンベア（６１）から検査前の円筒体（Ｗ）をチャックして取り出し、検査位置（
Ｂ）に位置するチャック部（７０）は、円筒体（Ｗ）を支持して表面検査を実行し、送出
位置（Ｃ）に位置するチャック部（７０）は、検査後の円筒体（Ｗ）に対してチャックを
解除して搬出コンベア（６２）に送り出す作業を、同時並行して行うことができるように
なっている。また、取出位置（Ａ）から検査位置（Ｂ）に移動するチャック部（７０）は
、検査位置（Ｂ）に搬送するまでに円筒体（Ｗ）の回転が安定するように、予め円筒体（
Ｗ）の回転駆動を開始するようになっており、これにより検査位置（Ｂ）に到着すれば即
座に表面検査を実行して、サイクルタイムを短縮できるようになっている。
【００５９】
　なお本実施形態においては、回転移送装置（６４）によって移送手段が構成されている
。
【００６０】
　図３はチャック部（７０）を示す正面図、図４はチャック部（７０）の側面図である。
両図に示すように、各チャック部（７０）は、１つの基準ローラ部材（５）と、２つの支
持ローラ（７２）（７２）とを備えており、円筒体（Ｗ）の両側に配置された一対のチャ
ック部（７０）（７０）が協働して、１本の円筒体（Ｗ）をチャックするようになってい
る。
【００６１】
　図５に示すように両チャック部（７０）における基準ローラ部材（５）は、チャック部
本体（７６）に対し回転可能に取り付けられている。基準ローラ部材（５）は、検査実行
時に円筒体（Ｗ）の内周面端部に転がり接触する基準ローラ（５１）と、円筒体（Ｗ）の
外側に、円筒体（Ｗ）の端面に対応して配置され、かつ基準ローラ（５１）よりも径寸法
が大きい大径部（５２）と、を備えている。さらに基準ローラ（５１）は、円筒体（Ｗ）
の内周面端部の形状に倣って形成されており、基準ローラ（５１）における大径部（５２
）との境界部には、円筒体（Ｗ）の面取り部（Ｗ３）に対応して、傾斜面部（５３）が形
成されている。そして基準ローラ（５１）が円筒体（Ｗ）の内周面（Ｗ１）に接触するチ
ャック状態では、傾斜面部（５３）が、円筒体（Ｗ）の面取り部（Ｗ３）に接触するよう
に配置される。さらにチャック状態では、基準ローラ（５１）の外周面における軸心方向
のほぼ全域が、円筒体内周面（Ｗ１）の端部に接触しており、基準ローラ（５１）の外周
面が、円筒体内周面（Ｗ１）に広範囲にわたって線接触するようになっている。
【００６２】
　なお図５においては、一方の基準ローラ部材（５）のみを示しているが、他方の基準ロ
ーラ部材（５）も上記一方の基準ローラ部材（５）と同様に構成されている。
【００６３】
　また基準ローラ（５１）は、検査位置（Ｂ）における姿勢では、円筒体（Ｗ）の内周面
における上側に接触してその高さ位置を規定し、検査時において円筒体（Ｗ）の位置基準
となるものである。
【００６４】
　図３，４に示すように、一方の基準ローラ部材（５）は、回転駆動モータ（７３）に接
続されており、回転駆動モータ（７３）が駆動することにより、回転駆動するようになっ
ている。そして検査実行時には、一方の基準ローラ部材（５）が回転駆動して、その基準
ローラ（５１）が円筒体（Ｗ）の端部内周面上に沿って転動することにより、円筒体（Ｗ
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）が従動回転しさらに、円筒体（Ｗ）の回転に伴って、他方の基準ローラ部材（５）が従
動回転するようになっている。
【００６５】
　支持ローラ（７２）（７２）は、検査位置（Ｂ）における姿勢では、円筒体（Ｗ）の内
周面における下側左右にそれぞれ接触し、エア駆動圧によって円筒体（Ｗ）を下方に付勢
することにより、円筒体（Ｗ）の内周面上側を確実に基準ローラ（５１）に接触させて、
その高さ位置を安定させるようにしている。従って本実施形態においては、支持ローラ（
７２）（７２）が、基準ローラ（５１）を円筒体（Ｗ）の内周面（Ｗ１）に押圧付勢する
付勢手段として構成されている。
【００６６】
　また、支持ローラ（７２）（７２）は図４の実線および破線に示すように、検査位置（
Ｂ）における姿勢では、上下方向に移動することにより、基準ローラ（５１）との距離を
円筒体（Ｗ）の内径よりも小さくして、円筒体（Ｗ）をチャックする前後には、基準ロー
ラ（５１）と共に円筒体（Ｗ）の内側に対し挿脱できるようになっている。これらの動作
のため、各チャック部（７０）（７０）には、支持ローラ（７２）（７２）をエア駆動圧
によって上下に移動動作させる支持ローラ駆動部（７４）（７４）が設けられている。
【００６７】
　基準ローラ部材（５）および支持ローラ（７２）（７２）が取り付けられたチャック部
本体（７６）は、回転移送装置（６４）の回転フレーム（６７）に取り付けられたチャッ
ク部ベース（７７）に対し、スライド駆動部（７５）によって円筒体（Ｗ）の軸心方向に
スライド動作可能となっており、円筒体（Ｗ）を両外側から挟み込んでチャックすること
ができるようになっている。
【００６８】
　図２，６に示すように、照明光源（２１）は、検査位置（Ｂ）に搬送された円筒体（Ｗ
）の外周面に対して検査用の照明光を照射する。この照明光源（２１）は、ライン状に配
列された複数のＬＥＤや、蛍光灯等、高輝度が得られるライン状発光手段によって構成さ
れ、長さ方向を円筒体（Ｗ）の長さ方向（軸心方向）に対し平行に配置されている。この
照明光源（２１）は、検査位置（Ｂ）にある円筒体（Ｗ）の上方に配置され、照明光が円
筒体（Ｗ）に向かうに従って広がって行き、効率的に円筒体（Ｗ）の外周面に照射される
ようになっている。
【００６９】
　本実施形態においてカメラ（２２）は、多数の光量検出要素が一次元的に配列されてな
るラインセンサや、円筒体（Ｗ）の軸心方向に沿う検出位置（撮像位置）をラインセンサ
上に結像するレンズ等を備えたラインセンサカメラにより構成されており、検出位置の各
部から入射する光量（反射光画像）を検出する。
【００７０】
　なお、カメラ（２２）のラインセンサは、一次元的な光量情報を検出できるものであれ
ば良く、一列の白黒ラインセンサでも、例えばＲＧＢ等の各色用のセンサが合計３列に並
べられたカラーラインセンサ、あるいは各色用のセンサを交互に配列してなるカラーライ
ンセンサでも良い。さらにラインセンサの主たる配列方向とは垂直方向に複数列のセンサ
を配列したＴＤＩセンサでも良い。あるいは、２次元的に配列されたセンサの特定の１ま
たは複数列のみを選択的に用いることで実質的にラインセンサとして利用されるバーシャ
ルスキャンカメラ等であっても良い。
【００７１】
　カメラ（２２）は、その位置および角度を微調整可能な状態に設けられて、検査位置（
Ｂ）における円筒体（Ｗ）の外周面のうち、軸心方向に延びる所定領域を検出領域として
狙っている。
【００７２】
　このカメラ（２２）は、照明光源（２１）から円筒体（Ｗ）の外周面に入射する光の正
反射光を受光する位置に配置されている。
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【００７３】
　本実施形態において、カメラ（２２）は、照明光源（２１）の照明光によって円筒体（
Ｗ）の外周面を照明した際に、円筒体（Ｗ）の外周面によって反射される反射光（反射光
画像）を検出する。そして、円筒体（Ｗ）を回転させつつ、カメラ（２２）によって反射
光画像を連続して検出（撮像）することにより、円筒体（Ｗ）における全周の画像情報を
取得し、この画像情報に基づいて、円筒体（Ｗ）の表面状態（表面欠陥）例えば、キズ、
凹み、汚れ、変色、変質等を検出するものである。
【００７４】
　なお照明光源（２１）から照射される照明光は、後述するように回転フレ計測装置（４
）の受光部（４２）の受光波長を実質的に含まないように設定されている。
【００７５】
　またカメラ（２２）による検出領域は、円筒体（Ｗ）の内周面側が基準ローラ（５１）
によって支持される部分に対応する外周面側の部分となっている。この部分は、円筒体（
Ｗ）の各部位のうちで、基準ローラ（５１）によって支持されているために最も位置およ
び角度が安定する部分である。従って、円筒体（Ｗ）の曲がり等の形状精度により、表面
検査の結果に影響が及ぶことを低減することができる。
【００７６】
　さらにカメラ（２２）による検出領域は、基準ローラ（５１）に対向する部分となって
いるため、サイズ（直径）が異なる円筒体（Ｗ）であっても、ほぼ同一の光学条件を構成
することができる。特に円筒体（Ｗ）の厚みが同一であれば、検出領域については実質的
に同一の光学条件を構成することができる。従って、種々のサイズの円筒体（Ｗ）の表面
検査を行う場合であっても、段取り替えに要する手間および時間を最小限に抑え、効率的
に表面検査を実行することができる。
【００７７】
　また円筒体（Ｗ）はその内周面側が支持されているため、基準ローラ（５１）や支持ロ
ーラ（７２）等が円筒体（Ｗ）の外周面に影を生じる等の表面検査への悪影響を低減する
ことができる。
【００７８】
　回転フレ検出装置（４）は、円筒体（Ｗ）の回転フレ量を計測するものであり、円筒体
（Ｗ）の軸心方向に間隔をおいて複数の変位検出器（４０）…を備えている。各変位検出
器（４０）は、上記チャック部（７０）によって支持される円筒体（Ｗ）の各断面位置に
おいて円筒体外周面の半径方向の変位量を検出する。
【００７９】
　図６，７に示すように、各変位検出器（４０）は、円筒体（Ｗ）の軸心方向に直交する
水平方向から円筒体（Ｗ）を挟み込むように配置された光透過型の検出器であり、計測光
（４３）を照射する発光部（４１）と、計測光（４３）を受光する受光部（４２）とが一
組となっている。そして、発光部（４１）から照射される計測光（４３）のうち、円筒体
（Ｗ）によって遮られず透過した光を受光部（４２）によって検出することにより、円筒
体（Ｗ）の外周面の位置を検出するようになっている。本実施形態において、変位検出器
（４０）は、透過式（非接触式）の変位量検出手段として構成されている。
【００８０】
　また図６に示すように、各変位検出器（４０）の検出領域幅は、円筒体（Ｗ）の直径を
超える大きさを有しており、各変位検出器（４０）は、円筒体（Ｗ）の外周面の一箇所の
変位量だけでなく、それに対向する位置（円筒体の周方向について半周分異なる位置、１
８０°回転した位置、あるいは逆位相位置）の変位量も同時に検出できるようになってい
る。これにより、これら互いに対向する位置において検出される変位量を組み合わせるこ
とにより、これらの２つの位置を通る円筒体（Ｗ）の直径を求めることができ、より具体
的に円筒体（Ｗ）の形状を把握できるようになっている。
【００８１】
　また回転フレ計測装置（４）の各受光部（４２）は、特定の波長域の光のみを検知する
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ように構成されており、発光部（４１）は、主としてこの特定の波長域の光を計測光（４
３）として照射するようになっている。
【００８２】
　そしてこの発光部（４１）が計測光（４３）として照射し、受光部（４２）が検知可能
な特定の受光波長域は、上記したように照明光源（２１）が照射する照明光には実質的に
含まれていない波長域に設定されており、これにより、照明光源（２１）の照明光による
影響を受けることなく、円筒体（Ｗ）の回転フレ量（変位量）を検出できるようになって
いる。
【００８３】
　従って、円筒体（Ｗ）のフレ量の計測（形状検査）と表面状態の計測（表面状態検査）
とを同時に並行して実行できるようになっている。
【００８４】
　また回転フレ検出装置（４）における複数の変位検出器（４０）のうち、両端部に配置
される変位検出器（４０）は、両側の基準ローラ（５１）（５１）に対応する位置にそれ
ぞれ配置されている。後述するように、本実施形態においては、基準ローラ（５１）（５
１）がバリ等の凸状欠陥上を転がり接触して、円筒体（Ｗ）が乗り上げった際に、円筒体
（Ｗ）の変位量を変位検出器（４０）によって検出し、凸状欠陥の存在を把握するように
している。このため変位検出器（４０）を、基準ローラ（５１）に対応する位置に配置す
ることによって、凸状欠陥に基準ローラ（５１）が接触して、円筒体（Ｗ）が乗り上がっ
た際の円筒体（Ｗ）の変位動作（変位量）を的確に検出することができ、高い検出精度を
得ることができる。
【００８５】
　なお本実施形態においては、回転フレ計測装置（４）の変位検出器（４０）が、凸状欠
陥を検出するための変位量手段を兼用するものである。
【００８６】
　また図３に示すように、回転量検出器（８）は、光学式の反射型ロータリーエンコーダ
によって構成されており、基準ローラ（５１）と同期して回転するロータリーディスク（
８１）と、ロータリーディスク（８１）に照射した検出光の反射光に基づいて、ロータリ
ーディスク（８１）の回転量、つまり基準ローラ（５１）の回転量を検出する回転量検出
センサ（８５）とを備えている。
【００８７】
　図３においては、回転量検出器（８）によって、従動側の基準ローラ（５１）の回転量
を検出するようにしているが、本実施形態においては、駆動側の基準ローラ（５１）にも
、上記と同様な回転量検出器が設けられており、駆動側の基準ローラ（５１）の回転量も
検出できるようになっている。
【００８８】
　一方、本実施形態の表面検査装置は図２に示すように、パーソナルコンピュータ等によ
って構成されるコントローラ（３）を備え、このコントローラ（３）によって表面検査装
置の各駆動部の駆動が制御され、後述の装置動作が自動的に実行されるようになっている
。
【００８９】
　実行される装置動作には、表面状態計測（表面状態検査）処理、回転フレ量計測（形状
検査）処理等が含まれている。
【００９０】
　表面状態計測処理において、コントローラ（３）は、照明光源（２１）の照明動作、カ
メラ（２１）の撮像動作等のタイミングを制御することによって、円筒体（Ｗ）の全周を
撮像する。そしてコントローラ（３）は、取得された撮像データ（画像データ）に基づい
て、円筒体（Ｗ）の表面状態の良否を判断する。例えば表面状態を表す画像データに、所
定の大きさ以上の表面欠陥等が含まれている場合には、表面状態が不良（異常）であると
判断し、含まれていない場合には、良好（正常）と判断する。本実施形態においては、コ
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ントローラ（３）が、カメラ（２１）からの情報に基づいて、円筒体（Ｗ）の表面状態を
検査する表面状態検査手段として機能する。
【００９１】
　回転フレ量計測処理において、コントローラ（３）は、変位検出器（４０）の発光部（
４１）における発光動作、受光部（４２）における受光動作等のタイミングを制御するこ
とによって、計測光（４３）を受光する受光部（４２）からの情報に基づいて、円筒体（
Ｗ）の各軸心方向断面における外周面の径方向の変位量（円筒体外周面の変位量）を検出
する。そしてコントローラ（３）は、検出された変位量に基づいて、円筒体（Ｗ）の回転
フレ量、つまり円筒体（Ｗ）の形状の良否を判断する。例えば回転フレ量が、所定の範囲
内に収まっている場合には、円筒体（Ｗ）の肉厚変化やうねり変形等による変形がなく、
形状が良好（正常）と判断し、回転フレ量が、所定の範囲に超える場合には、形状が不良
（異常）であると判断する。従って本実施形態においては、コントローラ（３）が、変位
量検出器（４０）からの情報に基づいて、円筒体の形状を検査する形状検査手段（回転フ
レ検査手段）として機能する。
【００９２】
　またコントローラ（３）は後述するように、変位検出器（４０）からの検出データに基
づいて、凸状欠陥検出処理を行って、円筒体（Ｗ）における内周端縁に、バリ等の凸状欠
陥があるかないかを検出するようにしている。従って本実施形態においては、コントロー
ラ（３）が、凸状欠陥の有無を検出する凸状欠陥検出手段として機能する。
【００９３】
　またコントローラ（３）は、回転量検出器（８）からの情報に基づいて、検査開始時点
からの円筒体（Ｗ）の回転量を検出し、凸状欠陥や形状不良がある場合に、その欠陥や不
良の位置を特定できるようになっている。従って本実施形態においては、コントローラ（
３）が、欠陥位置特定手段として機能する。
【００９４】
　なお言うまでもなく、本発明において、コントローラは複数台設けるようにしても良い
。例えば所要の各動作をそれぞれ個別のコントローラによって制御し、各コントローラを
、ホストコンピュータ等のメインコントローラによって統括して管理するようにしても良
い。
【００９５】
　以上の構成の表面検査装置において、検査を行う前の初期状態では、検査対象としての
円筒体（Ｗ）は、搬入コンベア（６１）の各支持台（６３）上に配置されるとともに、回
転移送装置（６４）の取出位置（Ａ）でチャック部（７０）によってチャックされている
ものとする。
【００９６】
　この状態において、検査を開始すると、回転移送装置（６４）が回転駆動して、取出位
置（Ａ）でチャックされた円筒体（Ｗ）が検査位置（Ｂ）に移送される。そして検査位置
（Ｂ）の円筒体（Ｗ）が回転されて、上記の表面状態計測処理および回転フレ量計測処理
が行われる。表面状態計測処理においては、既述したように、カメラ（２２）によって、
円筒体（Ｗ）の表面を撮像し、その撮像データに基づき、円筒体（Ｗ）の表面状態を検査
し、表面状態の良否を判定する。さらに回転フレ量計測処理においては、受光部（４２）
に基づいて、円筒体外周面の変位量を検出し、形状の良否を判定する。
【００９７】
　ところで、本実施形態において、円筒体（Ｗ）は感光ドラム用基体として採用されるも
のであり、例えば押出成形および引抜成形された管状部材を切断して得られるものでるた
め、内周端縁等に、バリが形成されたり、異物が付着することがある。このバリや異物の
付着等による凸状欠陥（Ｗ５）は、例えば図８に誇張して示すように、円筒体（Ｗ）の内
周面（Ｗ１）における端縁に、内方に突出するように形成されるのが一般的である。この
ように円筒体（Ｗ）の内周端縁にバリ等の凸状欠陥（Ｗ５）が形成されていると、端部に
フランジを圧入した際に、凸状欠陥（Ｗ５）を巻き込んでセンタリング（芯だし）ができ
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なくなってしまう。
【００９８】
　また図９に示すように、円筒体（Ｗ）の内周端縁に凹状欠陥（Ｗ６）が形成されている
場合であっても、その凹状欠陥（Ｗ６）の両側には凸状欠陥（Ｗ５）が形成されるため、
上記と同様の問題が発生する。従ってバリ等の凸状欠陥（Ｗ５）が形成された円筒体（Ｗ
）に対しては、凸状欠陥（Ｗ５）を修復する必要があるため、バリ等の凸状欠陥（Ｗ５）
が形成されていないかを検査するのが好ましい。そこで、本実施形態の表面検査装置にお
いては、この凸状欠陥検査を、上記回転フレ量計測処理（形状検査処理）と並行して行え
るようになっている。
【００９９】
　すなわち本実施形態の表面検査装置では、基準ローラ（５１）の外周面が、円筒体（Ｗ
）の内周面端部の形状に倣って形成されているため、円筒体（Ｗ）の内周端縁に凸状欠陥
（Ｗ５）が形成されている場合には、基準ローラ（５１）が凸状欠陥（Ｗ５）の位置を通
過する際に図８の想像線に示すように、基準ローラ（５１）が凸状欠陥（Ｗ５）上に転動
することにより、円筒体（Ｗ）が基準ローラ（５１）によって上方へ押し込まれる。これ
により、円筒体（Ｗ）は外径方向（上方）に大きく変位するため、その変位動作（フレ動
作）が回転フレ検出装置（４）の変位検出器（４０）によって検出される。この凸状欠陥
（Ｗ５）によるフレ動作は、フレ量が大きくて瞬間的で急激に大きく変動し、かつ円筒体
端部の一点でのみ発生するのに対し、肉厚変化、うねり変形等によるフレ動作は、フレ量
が小さくて比較的長期的でゆっくりと変動し、広範囲で発生するものである。従って凸状
欠陥（Ｗ５）によるフレ動作と、形状変化によるフレ動作と、フレ量の大小から区別する
ことが可能であり、コントローラ（３）によって自動的に、凸状欠陥（Ｗ５）が形成され
ているか否かを正確に判定することができる。
【０１００】
　例えば、コントローラ（３）の記憶装置に、あらゆる種類の凸状欠陥に応じて、凸状欠
陥時のフレ動作による変動パターン情報（対比情報）を多数保持させておき、実際に得ら
れたフレ動作による変動パターンを、保持された対比情報と照合させて、類似する対比情
報が存在する場合には、フレ動作の原因が、凸状欠陥によるものであると判断し、類似す
る対比情報が存在しないような場合には、凸状欠陥によるものではなく、形状変化等によ
るものと判断するようにすれば良い。
【０１０１】
　また上記したようにコントローラ（３）は、回転量検出器（８）からの情報に基づいて
、検査開始時点からの回転量を検出しているため、各変位量検出器（４０）によって現在
円筒体（Ｗ）のどの位置を検出しているかを正確に把握している。従ってコントローラ（
３）は、凸状欠陥（Ｗ５）が検出された際には、その凸状欠陥（Ｗ５）が検出された位置
、つまり凸状欠陥（Ｗ５）の位置も正確に特定することができる。
【０１０２】
　さらに凸状欠陥によるフレ動作情報が、両端の変位量検出器（４０）のうち、いずれの
検出器から出力されたのかによって、凸状欠陥が円筒体（Ｗ）の両端部のうち、いずれの
端部に存在するのかを特定することができる。
【０１０３】
　次に本実施形態において、凸状欠陥（Ｗ５）の検出動作に関して、具体例を挙げて説明
する。図１０は本実施形態の表面検査装置において出力される変位量に関する情報の一例
を示すグラフであって、縦軸は、一端部に配置される変位検出器（４０）からの情報に基
づいて求められる円筒体端部外周面の変位量（μｍ）を示し、横軸は、回転量検出器（８
）からの情報に基づいて求められる円筒体（Ｗ）の回転角度（度）を示している。
【０１０４】
　同グラフに示すように、回転角度が「ｄ１」度の位置と、「ｄ２」度の位置とに、変位
量が急激に正方向に大きく変位している。従って「ｄ１」度の位置と、「ｄ２」度の位置
とに、バリ等の凸状欠陥が存在しているものと判断することができる。
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【０１０５】
　また全体的な傾向としては、前半部では変位量が緩やかに負方向に僅かに変位し、さら
に３６０度の手前で変位量が緩やかに負方向に僅かに変位している。従ってこれらの部分
では、他の部分に比べて、若干肉厚が薄いと判断することができる。
【０１０６】
　一方上記したように、バリ等の凸状欠陥（Ｗ５）の有無の検査と並行して、上記の表面
状態計測処理による表面検査および回転フレ量計測処理による形状検査が行われており、
いずれかの検査で不良が発生した場合には、検査が中止され、次の円筒体（Ｗ）に対し検
査が行われる。
【０１０７】
　例えば円筒体（Ｗ）にバリ等の凸状欠陥（Ｗ５）が存在する場合には、表面状態計測処
理および回転フレ量計測処理が中止されて、当該円筒体（Ｗ）が検査位置（Ｂ）から送り
出されて、次の円筒体（Ｗ）の検査が行われる。
【０１０８】
　なお、凸状欠陥（Ｗ５）が存在する場合、製品番号等の当該円筒体固有の識別情報と、
当該円筒体（Ｗ）に凸状欠陥（Ｗ５）が存在する旨の情報と、に凸状欠陥（Ｗ５）が存在
している位置の情報とを関連付けし、その関連付した情報を、コントローラ（３）の記憶
装置に保持させておき、その情報を必要に応じて取り出して、例えばディスプレー（図示
省略）に表示できるようにするのが良い。そうすると、その表示された情報から、オペレ
ータは、検査済の多数の円筒体（Ｗ）の中から、凸状欠陥（Ｗ５）を有する円筒体（Ｗ）
を容易に区別できるとともに、凸状欠陥（Ｗ５）の位置も素早く簡単に見つけ出すことが
でき、凸状欠陥（Ｗ５）の修復作業や、当該円筒体（Ｗ）の再検査を容易に行うことがで
きる。
【０１０９】
　検査位置（Ｂ）で、上記の検査が行われている間、取付位置（Ａ）において、搬入コン
ベア（６１）上の円筒体（Ｗ）がチャック部（７０）によってチャックされる。さらに送
出位置（Ｃ）においてチャックされた検査後の円筒体（Ｗ）は、そのチャックが解除され
て、円筒体（Ｗ）が搬出コンベア（６２）に送り出される。
【０１１０】
　一方、検査位置（Ｂ）での検査が完了すると、搬出コンベア（６２）が１ピッチ分送り
出されて、次の支持台（６３）が送出位置（Ｃ）に配置される一方、回転移送装置（６４
）が９０°回転して、表面検査が完了した検査位置（Ｂ）の円筒体（Ｗ）が、送出位置（
Ｃ）に配置されるとともに、取出位置（Ａ）の円筒体（Ｗ）が検査位置（Ｂ）に配置され
る。さらに搬入コンベア（６１）が１ピッチ分送り出されて、次の円筒体（Ｗ）が取出位
置（Ａ）に配置される。
【０１１１】
　また搬入コンベア（６１）の上流側には、図示しない移載装置によって、新たに未検査
の円筒体（Ｗ）が搬入されるとともに、搬出コンベア（６２）の下流側に配置される検査
済の円筒体（Ｗ）は、図示しない移載装置によって、検査結果に応じて、合格品排出部ま
たは不合格品排出部に排出される。
【０１１２】
　このように円筒体（Ｗ）が順次送り出されて、次に未検査の円筒体（Ｗ）が検査位置（
Ｂ）に送り込まれると、上記と同様に検査が行われる。
【０１１３】
　ところで、バリ等の凸状欠陥（Ｗ５）が見つかった円筒体（Ｗ）は、必要に応じて再検
査するようにすれば良い。すなわち見つかった凸状欠陥（Ｗ５）が容易に修復できるよう
なものであれば、その凸状欠陥（Ｗ５）を修復して、修復後の円筒体（Ｗ）を再度、検査
ラインに流すようにすれば良い。もっとも、凸状欠陥（Ｗ５）の修復が困難な場合には、
円筒体（Ｗ）は廃棄処分されるのが一般的である。なお、凸状欠陥（Ｗ５）のある円筒体
（Ｗ）は例えば、表面異常や形状異常のある円筒体（Ｗ）と同様に、不合格品排出部に排
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出されることになるが、既述したように凸状欠陥（Ｗ５）が認識された際には、当該円筒
体（Ｗ）を識別できる情報が、コントローラ（３）のディスプレー上に表示されるように
しているため、オペレータは、不合格品排出部の中から凸状欠陥（Ｗ５）のある円筒体（
Ｗ）と、それ以外の異常のある円筒体（Ｗ）を簡単に区別することができる。従って、凸
状欠陥（Ｗ５）のある円筒体（Ｗ）のみを容易に選出できて、凸状欠陥（Ｗ５）の修復後
、当該円筒体（Ｗ）の再検査を容易に行うことができる。
【０１１４】
　以上のように、本実施形態の表面検査装置によれば、基準ローラ（５１）を円筒体（Ｗ
）の内周面端部に転がり接触させているため、円筒体（Ｗ）の変位量に基づいて、円筒体
（Ｗ）の内周面端部にバリ等の凸状欠陥（Ｗ５）があるか否かを検出することができる。
すなわち円筒体（Ｗ）にバリ等の凸状欠陥（Ｗ５）が形成されている場合には、凸状欠陥
（Ｗ５）上を基準ローラ（７１）が転動した際に、円筒体（Ｗ）が基準ローラ（７１）に
より押し上げられて外径方向に変動するため、その変位量（フレ量）の有無によって、凸
状欠陥（Ｗ５）の有無を検出することができる。このように凸状欠陥（Ｗ５）の検査を簡
単かつ正確に行うことができる。さらに凸状欠陥の検査を、表面検査や形状検査と並行し
て行うことができるため、その分、検査工程を削減できて、検査効率を一層向上させるこ
とができる。
【０１１５】
　さらに本実施形態においては、基準ローラ（５１）と大径部（５２）との間に、円筒体
（Ｗ）の面取り部（Ｗ３）に倣う傾斜面部（５３）を形成し、その傾斜面部（５３）を、
面取り部（Ｗ３）に接触するよう配置しているため、面取り部（Ｗ３）に凸状欠陥（Ｗ５
）が形成されている場合であっても、その凸状欠陥（Ｗ５）に傾斜面部（５３）が接触し
て、円筒体（Ｗ）が押し上げられて径方向に変位するようになる。従ってこの変位動作に
基づいて、面取り部（Ｗ３）に形成される凸状欠陥（Ｗ５）も正確に検出することができ
、検査精度をより一層向上させることができる。
【０１１６】
　ところで、凸状欠陥（Ｗ５）が存在するにもかかわらず、表面検査や形状検査を行うと
、円筒体（Ｗ）の回転が安定しないため、検査精度が低下してしまい、実際には表面状態
や形状が良好（合格）であるにもかかわらず、不良（不合格）と誤って判定されたり、実
際には不良（不合格）であるにもかかわらず、良好（合格）と誤って判定される場合があ
る。
【０１１７】
　これに対し、本実施形態の表面検査装置では、凸状欠陥（Ｗ５）がある場合には、他の
検査つまり、表面検査や形状検査を中止するようにしているため、凸状欠陥（Ｗ５）のあ
る円筒体（Ｗ）に対して、無意味な表面検査や形状検査を行うのを防止することができる
。従って凸状欠陥（Ｗ５）のない円筒体（Ｗ）、つまり表面検査や形状検査を行う必要の
ある円筒体（Ｗ）に対してのみ、検査を行うことができるため、凸状欠陥（Ｗ５）の存在
による検査精度の低下を防止しながら、生産効率を一層向上させることができる。
【０１１８】
　同様に、表面検査や形状検査により異常があった場合には、凸状欠陥検査を中止するよ
うにしているため、異常のある円筒体（Ｗ）に対して、無意味な検査を行うのを防止でき
、生産効率をより一層向上させることができる。
【０１１９】
　また上記したように検査精度を向上させることができるため、良品を誤って廃棄してし
まったり、不良品を誤って出荷するような不具合も有効に防止でき、生産効率（歩留まり
）および製品品質をより一層向上させることができる。
【０１２０】
　なお上記実施形態においては、円筒体の位置基準となる基準ローラが、駆動ローラとし
て構成されているが、それだけに限られず、本発明においては、支持ローラのいずれかを
駆動ローラとして構成し、基準ローラの双方を、従動ローラとして構成するようにしても
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【０１２１】
　また上記実施形態においては、変位検出器として透過式（非接触式）のものを使用して
いるが、それだけに限られず、本発明においては、回転する円筒体の外周面に接触する接
触子（接触ローラ）を有し、その接触子における円筒体の径方向の変位量によって、変位
量を検出する接触式の変位検出器を使用するようにしても良い。
【０１２２】
　また上記実施形態においては、基準ローラを円筒体の内周面に転がり接触させる内径基
準方式の表面検査装置を例に挙げて説明したが、それだけに限られず、本発明においては
、基準ローラを円筒体の外周面に転がり接触させる外径基準方式の表面検査装置にも適用
することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１２３】
　この発明の円筒体の表面検査装置は、円筒体の表面状態を検査する際に利用可能である
。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】この発明の実施形態である表面検査装置の検査対象物としての円筒体を示す斜視
図である。
【図２】実施形態の表面検査装置を示す正面図である。
【図３】実施形態の表面検査装置におけるチャック部を示す側面図である。
【図４】実施形態の表面検査装置におけるチャック部を示す正面図である。
【図５】実施形態の表面検査装置における基準ローラ部材周辺を拡大して示す断面図であ
る。
【図６】実施形態の表面検査装置における回転フレ計測装置部分を概略的に示す正面図で
ある。
【図７】実施形態の表面検査装置における回転フレ計測装置部分を概略的に示す斜視図で
ある。
【図８】凸状欠陥を有する円筒体を誇張して示す正面図である。
【図９】凹状欠陥を有する円筒体を誇張して示す正面図である。
【図１０】実施形態の表面検査装置により計測される変位量の一例を示すグラフである。
【符号の説明】
【０１２５】
４０…変位検出器（変位量検出手段）
４３…計測光
５１…基準ローラ
Ｗ…円筒体
Ｗ１…内周面
Ｗ５…凸状欠陥
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